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第４章 長野県関係機関質問等及び事業者の回答 
方法書に対する長野県関係機関質問等を踏まえ、準備書に反映した状況を以下に示す。 

なお、表中の項目は、方法書のものを示している。 



 

2-
12

-
 

2-4-2 

表
4
-
1
 
方
法
書
に
対
す
る
長
野
県
関
係
機
関
質
問
等
及
び
事
業
者
の
回
答
 

N
o
.
 

項
 
目
 

意
 
見
 

事
業
者
見
解
 

1
 

表
紙
 

案
件
の
通
し
番
号
で
あ
る
「
N
o
.
0
6
7
」
を
表
紙
の
上
部
に
記
載
す
る
こ
と
。
 

ま
た

、
タ
イ

ト
ル

で
方

法
書
を
改
行
す
る
必
要
は
な
い
。
 

ご
指
摘
の
通
り
「
N
o
.
0
6
7
」
と
記
載
し
、
方
法
書
の
改
行
を
削
除
し

ま
し

た
。
 

2 
1
.1
 

事
業

の
名
称
 

（
仮

称
）
の

記
載

は
必

要
な
い
か
。
 

ご
指

摘
の
通

り
変

更
い

た
し

ま
し

た
。
 

3 
1
.3
 

事
業

の
種
類
 

「
電
気
工
作
物
の
建
設
 
太
陽
光
発
電
所
（
敷
地
面
積

18
8h
a）

」
と
す
る
こ
と
。
 

２
行
目
は
「
※
対
象
事
業
の
要
件
：
敷
地
面
積

5
0
h
a
以
上
の
太
陽
光
発
電
所
の
設
置
」
と
す
る

こ
と

。
 

ご
指

摘
の
通

り
変

更
い

た
し

ま
し

た
。
 

4 

1
.4
 

事
業

の
目
的

及
び

必
要
性
 

ｋ
W
を

半
角
に
す

る
こ

と
。

（
２
箇
所
）
 

ご
指

摘
の
通

り
変

更
い

た
し

ま
し

た
。
 

5 

1
.5
 

建
設

候
補
地

の
経

緯
 

「
逓

減
し
い

て
い

く
中

で
」
→
「
逓
減
し
て
い
く
中
で
」
に
修
正
す
る
こ
と
。
 

ま
た

、
「
植

林
が

お
こ

な
わ
れ
」
→
「
植
林
が
行
わ
れ
」
に
修
正
す
る
こ
と
。
 

ご
指

摘
の
通

り
変

更
い

た
し

ま
し

た
。
 

6 

1
.6
.
1 

対
象

事
業
の

内
容
 

以
下

の
追
加

・
修

正
に

つ
い
て
検
討
願
い
た
い
。
 

③
適

切
な
建

設
工

事
及

び
保
守
管
理
業
務
に
努
め
、
そ
の
業
務
の
発
注
に
当
た
っ
て
は
出
来
る

限
り

地
元
企

業
を

採
用

し
、
地
域
活
性
化
を
図
り
ま
す
。
 

⑥
開

発
事
業

に
起

因
す

る
土
砂
流
出
等
に
よ
る
災
害
の
発
生
や
水
質
の
汚
染
等
に
よ
り
被
害
を

与
え

た
場
合

は
、

誠
意

を
持
っ
て
対
応
し
ま
す
。
 

⑦
事

業
の
内

容
を

変
更

す
る
場
合
は
、
関
係
市
町
村
や
自
治
会
等
と
協
議
し
ま
す
。
 

⑧
事

業
を
終

了
す

る
場

合
は
、
設
備
及
び
施
設
等
の
処
理
を
適
切
か
つ
速
や
か
に
行
い
ま
す
。
 

以
下

、
追
加

・
修

正
を

い
た

し
ま

し
た

。
 

③
適

切
な
建

設
工

事
及

び
保

守
管

理
業

務
に

努
め

、
そ

の
業
務
の

発

注
に

当
た
っ

て
は

出
来

る
限

り
地

元
企

業
を

採
用

し
、
地

域
活
性

化

を
図

り
ま
す

。
 

⑥
開

発
事
業

に
起

因
す

る
土

砂
流

出
等

に
よ

る
災

害
の

発
生

や
水

質
の

汚
染
等

に
よ

り
被

害
を

与
え

た
場

合
は
、
誠

意
を

持
っ

て
対

応

し
ま

す
。
 

⑦
事

業
の
内

容
を

変
更

す
る

場
合

は
、
関

係
市
町

村
や

自
治

会
等

と

協
議

し
ま
す

。
 

⑧
事

業
を
終

了
す

る
場

合
は
、
設

備
及

び
施

設
等

の
処

理
を

適
切

か

つ
速

や
か
に

行
い

ま
す

。
 

7 
1
.6
.
2 

調
査

範
囲
 

ｍ
は

全
角
に

す
る

こ
と

。
（
３
箇
所
）
 

ご
指

摘
の
通

り
変

更
い

た
し

ま
し

た
。
 

8 

1
.6
.
3 

対
象

事
業
の

規
模
 

ｈ
ａ

は
半
角

に
す

る
こ

と
。
（
４
箇
所
）
 

ご
指

摘
の
通

り
変

更
い

た
し

ま
し

た
。
 

9 
1
.6
.
5.
1 

事
業

計
画
 

図
1-
6
-2
 

Ｃ
調

整
池
・

堰
堤

の
上

流
に
大
規
模
な
盛
土
区
域
が
あ
る
が
、
工
事
中
及
び
工
事
後
に
盛
土
が

安
定

（
地
山

化
）

す
る

時
期
ま
で
の
土
砂
流
出
対
策
及
び
仮
排
水
計
画
は
ど
の
よ
う
対
策
（
計

画
）

を
行
う

の
か

。
常

に
水
が
流
れ
て
い
る
沢
に
お
い
て
、
土
を
用
い
た
構
造
物
は
二
次
災
害

の
原

因
と
な

る
た

め
用

い
な
い
と
思
う
が
、
構
造
計
算
（
安
定
計
算
）
か
ら
算
出
さ
れ
た
数
値

本
件

計
画
を

、
よ

り
安

心
い

た
だ

け
る

設
備

と
す

る
た

め
、

C
調

整

池
上

流
の
盛

土
計

画
、
お

よ
び
そ

の
他

事
業

地
内

で
の

盛
土

計
画

を

管
理

用
道
路

造
成

に
伴

う
残

土
の

利
用

を
除

き
見

直
し

ま
し

た
。

 

調
整

池
造
成

に
伴

う
掘

削
土

は
、
近
傍

の
建
設
残

土
受

け
入

れ
許

可

を
有

す
る
用

地
へ

搬
出

い
た

し
ま

す
。
 



 

2-
12

-
 

2-4-3 

N
o
.
 

項
 
目
 

意
 
見
 

事
業
者
見
解
 

に
は

問
題
な

い
の

か
。
 

1
0 

1
.6
.
5.
2 

事
業

計
画
 

表
1-
6
-3
 

ソ
ー

ラ
ー
パ

ネ
ル

に
つ

い
て
、
設
置
高
さ
、
設
置
角
度
、
一
枚
当
た
り
の
パ
ネ
ル
の
大
き
さ
を
、

決
ま

っ
て
い

る
範

囲
で

記
載
す
る
こ
と
。
 

表
1-
6
-3
 

一
枚

当
た
り

の
パ

ネ
ル

の
大

き
さ

を
記

載
し

ま
し

た
。
 

そ
の
他
事
項
に
関
し
て
は

E
P
C
と
協
議
の
う
え
決
定
い
た
し
ま
す
。
 

1
1 

1
.6
.
5.
2 

事
業

計
画
 

②
ア
 

建
築

基
準
法
第

2
条
第

1
号
に
規
定
す
る
建
築
物
に
該
当
す
る
場
合
は
、
建
築
基
準
法
に
適
合

し
た

建
築
物

と
す

る
こ

と
。
 

建
築
基
準
法
施
行
令
（
昭
和

25
年

1
1
月

16
日
政
令

3
3
8
号
）
の

平
成

2
3
年

10
月
の
改
正
に
よ
り
、
太
陽
光
発
電
設
備
等
は
建
築
基

準
法

の
適
用

さ
れ

る
工

作
物

か
ら

除
外

さ
れ

て
い

ま
す

。
 

ま
た

、
下
記

内
容

を
追

記
い

た
し

ま
し

た
。
 

「
な

お
、
架
台
の

設
計

に
当

た
っ

て
は

太
陽

電
池

ア
レ

イ
用

支
持

物

設
計
基
準
「
J
I
S
 
C
 

8
9
5
5
」
を
満
た
す
も
の
と
す
る
。
」
 

1
2 

1
.6
.
5.
2 

事
業

計
画
 

②
ア
 

ｍ
ｍ

を
半
角

に
す

る
こ

と
。
 

ご
指

摘
の
通

り
変

更
い

た
し

ま
し

た
。
 

1
3 

1
.6
.
5.
2 

事
業

計
画
 

②
イ

、
ウ
 

ｋ
Ｖ

を
半
角

に
す

る
こ

と
。
 

ご
指

摘
の
通

り
変

更
い

た
し

ま
し

た
。
 

1
4 

1
.6
.
5.
2 

事
業

計
画
 

②
ウ
 

「
電

力
会
社

の
送

電
線

に
接
続
す
る
。
」
と
あ
る
が
、
現
時
点
で
予
定
し
て
い
る
系
統
連
系
工

事
の

概
要
を

記
載

す
る

こ
と
。
 

②
ウ

に
お
い

て
、

下
記

内
容

を
追

記
い

た
し

ま
し

た
。
 

「
系

統
連
系

工
事

は
中

部
電

力
株

式
会

社
に

よ
っ

て
計

画
・
施
工

が

為
さ
れ
、
中
部
電
力
株
式
会
社

7
7
k
V
系
統
よ
り
本
事
業
実
施
区
域

内
に
向
け
て

3
基
の
鉄
塔
の
新
設
を
行
い
、
約

0
.
8
5
k
w
に
亘
り
連

系
送

電
線
が

布
設

さ
れ

る
。
 

本
事

業
実
施

区
域

内
に

設
置

す
る

送
変

電
設

備
及

び
門

型
鉄

構
施

設
の
イ
メ
ー
ジ
を
写
真

1-
6-
3
に
示
す
。
」
 

1
5 

1
.6
.
5.
2 

事
業

計
画
 

④
 

沈
砂

池
の
設

置
予

定
位

置
を
明
示
願
い
た
い
。
 

④
に

お
い
て

、
下

記
内

容
を

追
記

い
た

し
ま

し
た

。
 

「
工

事
中
の

湿
地

の
保

全
、
事
業

区
域

外
の

濁
水

流
出

の
防

止
の

た

め
、
調

整
池
の
設

置
な

ど
工

事
中

に
は

適
切

な
個

所
、
数

量
の
仮

設

沈
砂

池
、
沈

砂
枡

等
の

濁
水

処
理

施
設

を
設

置
す

る
計

画
で

あ
る

。
 

な
お

、
供

用
時
に

は
、
調

整
池
が

事
業

区
域

外
の

濁
水

流
出

の
防

止

の
た

め
の
沈

砂
機

能
を

果
た

す
計

画
で

あ
る

。
」

 

1
6 

1
.6
.
5.
4 

事
業

計
画
 

表
1-
6
-3
 

表
1
-
6
-
4
に
変
更
す
る
こ
と
。
ま
た
、
搬
入
ル
ー
ト

B
に
つ
い
て
、
縦
方
向
に
セ
ン
タ
リ
ン
グ

す
る

こ
と
。
 

ご
指

摘
の
通

り
変

更
い

た
し

ま
し

た
。
 

1
7 

1
.6
.
5.
4 

事
業

計
画
 

②
 

表
1
-
6
-
5
に
変
更
す
る
こ
と
。
ま
た
、
行
程
表
の
点
線
は
何
を
意
味
し
て
い
る
の
か
凡
例
を
記

載
す

る
こ
と

。
 

点
線

は
準
備

期
間

及
び

点
検
・
残

作
業

期
間

を
表

し
ま

す
。
表
内

に

凡
例

を
追
記

い
た

し
ま

し
た

。
 

1
8 

1
.6
.
5.
4 

事
業

計
画
 

③
ア

防
災
工

事
 

調
整

池
の
数

、
容

積
、

面
積
な
ど
、
現
時
点
で
決
ま
っ
て
い
る
計
画
の
概
要
を
併
せ
て
記
載
す

下
記

を
追
記

い
た

し
ま

し
た

。
 

「
施

業
地
内

に
は

3
か

所
に

調
整

池
が

建
設

さ
れ

、
総

容
量

は
約



 

2-
12

-
 

2-4-4 

N
o
.
 

項
 
目
 

意
 
見
 

事
業
者
見
解
 

る
こ

と
。
 

1
6
.
8
万
㎥
と
な
る
。
」
 

1
9 

1
.6
.
5.
4 

事
業

計
画
 

③
イ

伐
採
工

事
 

チ
ッ

プ
化
し

た
木

材
を

敷
均
し
た
場
合
の
構
造
（
構
造
図
）
は
ど
の
よ
う
な
も
の
を
検
討
し
て

い
る

の
か
。

単
純

に
ま

く
だ
け
か
。
 

 当
初

計
画
し

て
お

り
ま

し
た

、
伐

採
木

の
チ

ッ
プ

化
敷

均
し

は
、
地

元
地

域
の
皆

様
の

ご
懸

念
事

項
と

な
っ

て
い

る
と

聞
き

及
び

ま
し

た
の

で
、
よ

り
ご

安
心

を
い

た
だ

け
る

設
備

と
す

る
為

、
見

直
し

、

該
当

項
目
に

つ
い

て
削

除
い

た
し

ま
し

た
。
 

2
0 

1
.6
.
5.
4 

事
業

計
画
 

③
ウ

造
成
工

事
 

盛
土

工
に
つ

い
て

、
容

積
、
面
積
な
ど
現
時
点
で
決
ま
っ
て
い
る
計
画
の
概
要
を
併
せ
て
記
載

す
る

こ
と
。
 

下
記

を
追
記

い
た

し
ま

す
。
 

「
ま

た
、
周
辺
水

路
へ

の
影

響
を

避
け

る
た

め
、
本

計
画

に
お
い

て

は
造

成
工
事

を
極

力
低

減
さ

せ
る

こ
と

を
目

指
し

て
い

る
が
、
現

状

に
お

い
て
約

24
万

㎥
の

建
設
残

土
が

調
整

池
の

建
設

等
に

よ
り

発

生
す

る
計
画

。
」

 

2
1 

1
.6
.
5.
4 

事
業

計
画
 

③
ウ

造
成
工

事
、

③
エ

法
面
工
事
 

写
真

の
様
な

大
が

か
り

な
土
工
事
に
な
る
の
か
。
現
地
の
状
況
と
合
っ
て
い
な
い
の
で
は
な
い

の
か

。
 

③
ウ

造
成
工

事
、
③
エ

法
面
工
事

 
に

つ
い

て
写

真
を

よ
り

計
画

に

則
し

た
も
の

へ
と

変
更

い
た

し
ま

す
。
写

真
は
仮

設
道

路
や

管
理

用

道
路

の
造
成

工
事

を
イ

メ
ー

ジ
し

た
も

の
で

あ
り

、
施

業
地
内
の

造

成
工

事
と
は

イ
メ

ー
ジ

が
異

な
り

ま
す

。
 

  

2
2 

1
.6
.
5.
5 

事
業

計
画
 

④
動

植
物
 

「
可

能
な
限

り
」

と
の

記
載
が
あ
る
の
で
、
ミ
テ
ィ
ゲ
ー
シ
ョ
ン
に
お
け
る
優
先
順
位
が
一
番

低
い

「
代
償

」
の

記
載

は
不
要
で
は
な
い
か
。
 

ご
指

摘
の
通

り
「

代
償

」
の

記
載

削
除

い
た

し
ま

し
た

。
 

2
3 

2
.2
.
1.
2 

人
口

及
び
産

業
の

状
況
 

①
表

2-
2-

2 

諏
訪
市
第
三
次
産
業
就
業
者
数
 
1,
5
2
0
3
 
→
 
1
5
,
2
0
3
 
 
に
修
正
す
る
こ
と
。
 

ご
指

摘
の
通

り
修

正
し

ま
し

た
。

 

2
4 

2
.2
.
2 

交
通

の
状
況
 

出
典
に
つ
い
て
、
2
5
ペ
ー
ジ
の
図

2-
2-
2
と
同
一
に
さ
れ
た
い
。
 

※
「

平
成

22
年

度
道

路
交

通
セ
ン
サ
ス
報
告
書
（
全
国
道
路
・
街
路
交
通
 

情
勢
調
査
）
」
（
平
成

2
3
年

12
月
、
長
野
県
）
 

表
2
-
2
-
8
の
出
典
を
以
下
の
通
り
修
正
し
ま
し
た
。
 

修
正

後
）
「

平
成

22
年

度
道
路

交
通

セ
ン

サ
ス

報
告

書
（

全
国

道

路
・

街
路
交

通
 

情
勢
調
査
）
」
（
平
成

2
3
年

12
月
、
長
野
県
）
 

2
5 

2
.2
.
2 

交
通

の
状
況
 

図
2-
2
-2

凡
例
 

主
要

地
方
道

 
→

 
県

道
 
 

ご
指

摘
の
通

り
修

正
し

ま
し

た
。

 

2
6 

2
.2
.
2 

交
通

の
状
況
 

図
2-
2
-2

出
典
 

平
成

2
2
年
道
路
交
通
セ
ン
サ
ス
報
告
書
 
→
 
平
成

22
年
度
道
路
交
通
セ
ン
サ
ス
報
告
書
 

ご
指

摘
の
通

り
修

正
し

ま
し

た
。

 

2
7 

2
.2
.
2 

交
通

の
状
況
 

図
2-
2
-2

等
 

・
県

道
網
が

現
状

と
異

な
る
部
分
が
あ
る
た
め
、
修
正
さ
れ
た
い
。
※
県
道
諏
訪
辰
野
線
 

方
法

書
で
使

用
し

て
い

る
地

図
は

、
国

土
地

理
院

発
行

の
新
の

5

万
分

の
1
地

形
図

を
使

用
し

て
い

ま
す
。
な

お
、
図

面
に

つ
い
て

は
、

準
備

書
、
評
価
書

の
段

階
で
、
必

要
に

応
じ

て
修

正
、
更

新
し
て

い

き
ま

す
。
 



 

2-
12

-
 

2-4-5 

N
o
.
 

項
 
目
 

意
 
見
 

事
業
者
見
解
 

2
8 

2
.2
.
3.
1 

土
地

利
用
の

状
況
 

表
2-
2
-1
0 

区
分

の
と
こ

ろ
の

単
位

の
記
載
は
削
除
し
、
田
～
そ
の
他
ま
で
の
単
位
も

km
2
に
統
一
し
て
記
載

す
る

こ
と
。
 

ご
指

摘
の
通

り
修

正
し

ま
し

た
。

 

2
9 

2
.2
.
3.
1 

土
地

利
用
の

状
況
 

図
2-
2
-3
 

出
展

の
「
平

成
」

は
、

「
昭
和
」
の
間
違
い
で
は
な
い
か
。
 

「
昭
和

4
7
年
」
と
す
れ
ば
、
現
況
を
表
し
て
お
ら
ず
、
適
当
な
資
料
と
は
い
え
な
い
の
で
は
な

い
か

。
 

・
（

誤
記
）

平
成

49
年

→
昭
和

49
年
 

・
｢土

地
分
類
図
｣
は
既
存
資
料
に
お
い
て
公
表
さ
れ
て
い
る
資
料
に

基
づ

い
て
い

ま
す

。
 

3
0 

2
.2
.
5.
2 

水
域

の
利
用

状
況
 

記
載

内
容
に

は
間

違
い

は
な
い
が
、
事
業
予
定
地
を
流
れ
る
河
川
に
つ
い
て
は
、
上
川
の
「
江

川
橋

」
よ
り

上
流

で
上

川
に
合
流
す
る
の
で
、
諏
訪
東
部
漁
業
協
同
組
合
が
管
理
す
る
漁
業
権

水
域

で
あ
る

こ
と

を
認

識
し
て
い
る
か
。
そ
の
上
で
、
場
合
に
よ
っ
て
は
こ
の
旨
に
つ
い
て
、

追
記

す
る
こ

と
も

検
討

さ
れ
た
い
。
 

・
水
生

生
物
の
調

査
を

実
施

す
る

際
に

は
、
東
部

漁
業

協
同

組
合

と

協
議

の
上
、

実
施

い
た

し
ま

し
た

。
 

・
方
法
書
(
案
）
P
3
8
 

｢
2
.
漁
業
と
し
て
の
利
用
状
況
｣
の

1
行
目
の

文
章

を
以
下

の
よ

う
に

適
切

な
表

現
に

修
正

し
ま

す
。
 

1
行

目
（

修
正
前

）
対

象
事

業
実

施
区

域
周

辺
を

流
れ

、
・

・
・

 

 
 

 
（
修

正
後

）
対

象
事

業
実

施
区

域
及

び
そ

の
周

辺
を

流

れ
、

・
・
・
 

・
水

生
生

物
の
調

査
の

際
に

は
、
東

部
漁

業
協
同

組
合

と
協

議
の

上
、

同
意

を
い
た

だ
き

実
施

い
た

し
ま

し
た

。
 

3
1 

2
.2
.
7.
1 

大
気

質
 

①
表

2-
2-

22
(1

) 

浮
遊

粒
子
状

物
質

及
び

微
小
粒
子
状
物
質
で
「
m
3
」
を
「
m3
」
に
修
正
す
る
こ
と
。
 

ご
指

摘
の
通

り
修

正
し

ま
し

た
。

 

3
2 

2
.2
.
7.
1 

大
気

質
 

①
表

2-
2-

22
(2

) 

「
m
3
」
を
「
m
3 」

に
修

正
す
る
こ
と
。
 

ご
指

摘
の
通

り
修

正
し

ま
し

た
。

 

3
3 

2
.2
.
7.
1 

大
気

質
 

②
表

2-
2-

23
 

ば
い

じ
ん
の

規
制

値
及

び
窒
素
酸
化
物
規
制
値
の
範
囲
が
異
な
る
。
 

カ
ド

ミ
ウ
ム

及
び

そ
の

化
合
物
、
塩
素
及
び
塩
化
水
素
、
ふ
っ
素
、
ふ
っ
化
水
素
及
び
ふ
っ
化

け
い

素
、
す

ず
及

び
そ

の
化
合
物
の
規
制
値
の
単
位
が
異
な
る
。
 

ご
指
摘
の
通
り

P4
1 

表
2-
2-
23

の
規
制
値
の
誤
記
に
つ
い
て
は
、

以
下

の
通
り

修
正

し
ま

し
た

。
 

ば
い

じ
ん
の

規
制

値
 

 
 

 
修
正

前
）

0.
40
～

0.
50
g
/N
m
3 （

特
別
排
出
基
準
 

0
.
0
3
～

0
.2
0
g/
N
m
3 ）

 

 
 

→
修
正
後
）
0.

04
～
0.

30
g
/N
m
3 

カ
ド

ミ
ウ
ム

及
び

そ
の

化
合

物
規

制
値
 

 
 

 
修
正

前
）

1.
0g
/
Nm

3 →
修
正
後
）
1
.
0
m
g
/
N
m
3  

塩
素

及
び
塩

化
水

素
 

 
 

 
修
正

前
）

塩
素

30
g/
Nm

X  
塩
化
水
素

8
0～

70
0
mg
/
Nm

3
 

 
 
→
修
正
後
）
塩
素

30
mg
/N

m
3  

塩
化
水
素

70
0
mg
/
Nm

3  

 
 

 
 
 

 
 

 

ふ
っ

素
、
ふ

っ
化

水
素

及
び

ふ
っ

化
珪

素
 

 
 

 
修
正

前
）

1.
0～

20
g
/N
m
3 →

修
正
後
）
1
.
0
～
2
0
m
g
/
N
m
3
 

鉛
及

び
そ
の

化
合

物
 



 

2-
12

-
 

2-4-6 

N
o
.
 

項
 
目
 

意
 
見
 

事
業
者
見
解
 

 
 

 
修
正

前
）

10
～

3
0g
/
Nm

3
→
修
正
後
）
1
0
～
3
0
m
g
/
N
m
3 

窒
素

酸
化
物
 

 
 

 
修
正

前
）

60
～

2
,0
0
0p
p
m 

 
 

→
修
正
後
）
60
～
8
00
c
m
3 /
Nm

3 （
新
規

S
62
.
4
.
1
～
）
（
デ
ィ

ー
ゼ

ル
機
関

除
く

）
 

3
4 

2
.2
.
7.
1 

大
気

質
 

大
気

汚
染
防

止
法

で
規

制
す
る
施
設
に
「
ば
い
煙
粉
じ
ん
発
生
施
設
」
は
存
在
し
な
い
。
 

P
4
1
「
②
大
気
汚
染
防
止
法
」
の
本
文
は
以
下
の
通
り
修
正
し
ま
し

た
。
 

修
正

前
）
 

②
大

気
汚
染

防
止

法
 

 
大

気
汚
染

防
止

法
で

は
、
工
場

事
業

場
に

設
置

さ
れ

る
ば

い
煙

粉

じ
ん

発
生
施

設
に

対
し

て
、
排
出

基
準

ま
た

は
規

制
区

域
等

が
定

め

ら
れ

て
い
る

。
 

→
修

正
後
）
 

②
大

気
汚
染

防
止

法
等
 

大
気

汚
染
防

止
法

で
は
、
工
場
事

業
場

に
設

置
さ

れ
る

ば
い

煙
発

生

施
設

、
揮

発
性
有

機
化

合
物

排
出

施
設

、
粉
じ
ん

発
生

施
設

等
に

対

し
て

、
排

出
基
準

ま
た

は
規

制
区

域
等

が
定

め
ら

れ
て

い
る

。
ま

た
、

ダ
イ

オ
キ
シ

ン
類

対
策

特
別

措
置

法
で

は
、
特
定

施
設

に
お

け
る

排

出
ガ

ス
に
含

ま
れ

る
ダ

イ
オ

キ
シ

ン
類

の
排

出
基

準
が

定
め

ら
れ

て
い

る
。
 

3
5 

2
.2
.
7.
1 

大
気

質
 

長
野

県
内
で

は
、

特
別

排
出
基
準
の
対
象
と
な
る
地
域
は
な
い
。
 

ご
指
摘
の
通
り

P4
1 

表
2-
2-
23

の
規
制
値
の
誤
記
に
つ
い
て
は
、

以
下

の
通
り

修
正

し
ま

し
た
（
特

別
排

出
基

準
の

削
除

、
ば
い
じ

ん

規
制

値
の
修

正
）

。
 

ば
い

じ
ん
の

規
制

値
 

 
 

 
修
正

前
）

0.
40
～

0.
50
g
/N
m
3（

特
別
排
出
基
準
 

0
.
0
3
～

0
.2
0
g/
N
m3
）
 

 
 

→
修
正
後
）
0.

04
～
0.

30
g
/N
m
3 

3
6 

2
.2
.
7.
1 

大
気

質
 

「
ダ

イ
オ
キ

シ
ン

類
」

は
、
大
気
汚
染
防
止
法
の
規
制
対
象
で
は
な
く
、
ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類
対

策
特

別
措
置

法
に

よ
る

規
制
で
あ
る
。
 

（
意

見
番
号

8
と

合
わ

せ
て

修
正

）
 

P
4
1
「
②
大
気
汚
染
防
止
法
」
の
本
文
は
以
下
の
通
り
修
正
し
ま
し

た
。
 

修
正

前
）
 

②
大

気
汚
染

防
止

法
 

 
大

気
汚
染

防
止

法
で

は
、
工
場

事
業

場
に

設
置

さ
れ

る
ば

い
煙

粉

じ
ん

発
生
施

設
に

対
し

て
、
排
出

基
準

ま
た

は
規

制
区

域
等

が
定

め

ら
れ

て
い
る

。
 



 

2-
12

-
 

2-4-7 

N
o
.
 

項
 
目
 

意
 
見
 

事
業
者
見
解
 

→
修

正
後
）
 

②
大

気
汚
染

防
止

法
等
 

大
気

汚
染
防

止
法

で
は
、
工
場
事

業
場

に
設

置
さ

れ
る

ば
い

煙
発

生

施
設

、
揮

発
性
有

機
化

合
物

排
出

施
設

、
粉
じ
ん

発
生

施
設

等
に

対

し
て

、
排

出
基
準

ま
た

は
規

制
区

域
等

が
定

め
ら

れ
て

い
る

。
ま

た
、

ダ
イ

オ
キ
シ

ン
類

対
策

特
別

措
置

法
で

は
、
特
定

施
設

に
お

け
る

排

出
ガ

ス
に
含

ま
れ

る
ダ

イ
オ

キ
シ

ン
類

の
排

出
基

準
が

定
め

ら
れ

て
い

る
。
 

3
7 

2
.2
.
7.
2 

大
気

質
 

①
表

2-
2-

24
 

昼
間

Ａ
Ａ
、

Ａ
及

び
Ｂ

類
型
の
規
制
値
が
間
違
っ
て
い
る
。
 

ご
指
摘
の
通
り
表

2
-
2
-
2
4
の
環
境
基
準
値
の
誤
記
に
つ
い
て
は
、

以
下

の
通
り

修
正

し
ま

し
た

。
 

A
A
類
型
昼
間
基
準
値
 

 
 

修
正
前
）
55

デ
ジ
ベ
ル
以
下
→
修
正
後
）
5
0
デ
シ
ベ
ル
以
下
 

A
及

び
B
類
型
昼

間
基

準
値
 

 
 

修
正
前
）
60

デ
ジ
ベ
ル
以
下
→
修
正
後
）
5
5
デ
ジ
ベ
ル
以
下
 

3
8 

2
.2
.
7.
3 

振
動
 

②
表

2-
2-

35
 

時
間

の
区
分

は
昼

間
（

午
前

7
時
か
ら
午
後

7
時
）
夜
間
（
午
後

7
時
か
ら
翌
日
午
前

7
時
ま

で
）
 

ご
指
摘
の
通
り
表

2
-
2
-
3
5
の
時
間
区
分
の
誤
記
に
つ
い
て
は
、
以

下
の

通
り
修

正
し

ま
し

た
。
 

修
正

前
）
昼

間
（

午
後

8
時

か
ら

午
後

8
時

ま
で

）
夜

間
（

午
後

8

時
か

ら
翌
日

の
午

前
8
時
ま

で
）

 

→
修

正
後
）
昼
間
（

午
後

7
時
か

ら
午
後

7
時
ま

で
）
夜

間
（
午

後

7
時

か
ら

翌
日
の

午
前

7
時

ま
で

）
 

3
9 

2
.2
.
7.
5 

水
質
 

「
区

域
内
に

の
河

川
に

は
」
→
「
区
域
内
の
河
川
に
は
」
 

ご
指
摘
の
通
り
、
P
5
1
｢
5
水
質
①
河
川
及
び
湖
沼
ア
環
境
基
準
｣4

行

目
の

文
章
を

、
以

下
の

通
り

修
正

し
ま

し
た

。
 

修
正

前
）
区
域
内

に
の

河
川

に
は

→
修

正
後

）
区

域
内

の
河

川
に

は
 

4
0 

2
.2
.
7.
5 

水
質
 

表
2-
2
-4
1
イ
 

「
ノ

ニ
ル
フ

ェ
ノ

ー
ル

」
「
直
鎖
ア
ル
キ
ル
ベ
ン
ゼ
ン
ス
ル
ホ
ン
酸
及
び
そ
の
塩
」
の
基
準
値

が
記

載
さ
れ

て
い

な
い

。
 

ご
指
摘
の
通
り
、
表

2
-
2
-
4
1
イ
を
以
下
の
通
り
修
正
し
、
「
ノ
ニ

ル
フ

ェ
ノ
ー

ル
」
「

直
鎖

ア
ル
キ

ル
ベ

ン
ゼ

ン
ス

ル
ホ

ン
酸

及
び

そ

の
塩

」
の
基

準
値

を
追

記
し

ま
し

た
。
 

 
修
正
前
）
表

2
-
2
-
4
1
イ
 

全
亜
鉛
 

→
修
正
後
）
表

2
-
2
-
4
1
イ
 

全
亜
鉛
、
ノ
ニ
フ
ェ
ノ
ー
ル
、
直
鎖

ア
ル

キ
ル
ベ

ン
ゼ

ン
ス

ル
ホ

ン
酸

 

4
1 

2
.2
.
7.
5 

水
質
 

表
2-
2
-4
5
(2
) 

ｐ
Ｈ

、
銅
、

亜
鉛

、
ク

ロ
ム
の
上
乗
せ
排
水
基
準
に
つ
い
て
、
業
種
分
類
、
排
水
量
分
類
、
排

水
基

準
値
が

間
違

っ
て

い
る
。
 

ご
指
摘
の
通
り
、
表

2
-
2
-
4
5
(
2
)
を
 

表
2
-
2
-
4
5
(
2
)
 

上
乗
せ
排
水
基
準
（
生
活
環
境
に
関
す
る
項
目
 

ｐ
Ｈ

、
銅
、

亜
鉛

、
ク

ロ
ム

）
 

（
畜

産
農
業

、
無

機
顔

料
、

そ
の

他
の

無
機

化
学

工
業

、
医

薬
品

、

農
薬

、
皮

革
、
ガ

ラ
ス

製
品

、
窯

業
原

料
、
鉄
鋼

、
非
鉄

金
属
、
金

属
製

品
機
会

機
器

、
酸
・
ア
ル
カ

リ
表

面
処

理
、
電

気
メ

ッ
キ
以

外
）



 

2-
12

-
 

2-4-8 

N
o
.
 

項
 
目
 

意
 
見
 

事
業
者
見
解
 

（
諏

訪
湖
水

域
に

お
け

る
新

設
事

業
場

注
）

）
 

表
2
-
2
-
4
5
(
3
)
 

上
乗
せ
排
水
基
準
（
生
活
環
境
に
関
す
る
項
目
 

ｐ
Ｈ

、
銅

、
亜
鉛

、
ク
ロ

ム
）
（

寒
天
製

造
業
・
清

酒
製

造
業
、
畜

産
農

業
以
外

の
業

種
注

）
）
 

と
し
、
そ

れ
ぞ
れ

に
つ

い
て

業
種

分
類
、
排
水
量

分
類
、
排
水
基

準

値
を

記
載
し

ま
し

た
。
 

4
2 

2
.2
.
7.
5 

水
質
 

ア
 

文
書

中
の
表

番
号

の
記

載
が
誤
っ
て
い
る
。
 

ご
指
摘
の
通
り

P
5
7
｢
ア
湖
沼
水
質
保
全
特
別
措
置
法
に
基
づ
く
規

制
基
準
等
｣
3
行
目
を
以
下
の
通
り
修
正
し
ま
し
た
。
 

修
正

前
）
制
対
象

地
域

及
び

規
制

対
象

施
設

を
表

に
、
上

乗
せ
排

水

基
準
の
一
例
を
表

2
-
2
-
4
6
に
示
す
。
 

→
修
正
後
）
制
対
象
地
域
及
び
規
制
対
象
施
設
を
表

2
-
2
-
4
6
に
、

上
乗
せ
排
水
基
準
の
一
例
を
表

2
-
2
-
4
7
に
示
す
。
 

4
3 

2
.2
.
7.
5 

水
質
 

表
2-
2
-4
7 

湖
沼

法
第

7
条
に

基
づ

く
規
制
基
準
は
汚
濁
負
荷
量
で
定
め
ら
れ
て
い
る
。
 

ご
指
摘
の
通
り
、
表

2
-
2
-
4
7
を
 

【
汚

濁
負
荷

量
基

準
】

（
計

算
式

）
及

び
 

 
【
C
O
D
】
【
全
窒
素
、
全
燐
】
の
算
定
数
値
の
記
載
に
改
め
ま
し

た
。
 

4
4 

2
.2
.
7.
6 

地
下

水
 

表
2-
2
-4
8 

表
中
｢
弗
素
｣
を
告
示
の
標
記
「
ふ
っ
素
」
に
改
め
る
こ
と
。
 

ご
指

摘
の
通

り
、

前
編

に
渡

り
、

以
下

の
通

り
修

正
し

ま
し

た
。

 

修
正

前
）
弗

素
→

ふ
っ

素
 

4
5 

2
.2
.
7.
7 

土
壌
 

表
2-
2
-5
0 

１
,
１
-
ジ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン
の
基
準
は

0
.
1
m
g
/
L
以
下
 

ご
指
摘
の
通
り
、
表

2
-
2
-
5
0
の
 

1
,
1
-
ジ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン
の
基
準
を
、
以
下
の
通
り
修
正
し
ま
し

た
。
 

修
正
前
）
0
.
0
2
m
g
/
L
以
下
→
修
正
後
）
0
.
1
m
g
/
L
以
下
 

4
6 

2
.2
.
7.
8 

自
然

保
護
等
 

①
表

2-
2-

51
 

注
２
）
に
お
い
て
「

対
象
事
業
実
施
区
域
よ
り
半
径

4
k
m
」
と
の
記
載
が
あ
る
が
、
半
径
と
い
う

言
葉

は
適
切

か
。

 

下
記

の
通
り

修
正

し
ま

し
た

。
 

修
正

前
）
対
象
事

業
実

施
区

域
及

び
そ

の
周

辺
と

は
、
対

象
事
業

実

施
区
域
よ
り
半
径

4k
m→

 

修
正

後
）
対
象
事

業
実

施
区

域
及

び
そ

の
周

辺
と

は
、
対

象
事
業

実

施
区
域
を
含
む
諏
訪
市
、
茅
野
市
の
う
ち
、
図

1
-
6
-
1
に
示
す
範
囲
 

4
7 

2
.2
.
7.
1
0 

廃
棄

物
等
 

表
2-
2
-5
4 

長
野

県
建
設

リ
サ

イ
ク

ル
指
針
に
お
い
て
は
、
建
設
発
生
土
の
再
資
源
化
目
標

10
0％

も
定
め
て

い
る

た
め
、

追
記

す
れ

ば
ど
う
か
。
 

ご
指

摘
の
通

り
追

記
し

ま
し

た
。

 

4
8 

2
.2
.
7.
9 

景
観
 

①
 

以
下

の
と
お

り
、

修
正

を
検
討
願
い
た
い
。
 

『
対

象
事
業

実
施

区
域

及
び
そ
の
周
辺
に
お
い
て
は
、
景
観
法
に
基
づ
く
「
長
野
県
景
観
計
画
」

（
平
成

1
7
年

12
月

2
2
日
、
長
野
県
）
で
茅
野
市
に
隣
接
す
る
原
村
及
び
富
士
見
町
が
「
八
ヶ

岳
山

麓
景
観

育
成

重
点

地
域
」
に
・
・
・
』
 

ご
指
摘
の
通
り
、
P
68
（
修
正
版

P
6
9
）
「
9
.
景
観
①
景
観
法
及
び
長

野
県

景
観
条

例
に

基
づ

く
基

準
等

」
の

文
章
を
以

下
の

通
り

修
正

し

ま
し

た
。
 

 修
正

前
）
対
象
事

業
実

施
区

域
及

び
そ

の
周

辺
に

お
い

て
は

、
景

観



 

2-
12

-
 

2-4-9 

N
o
.
 

項
 
目
 

意
 
見
 

事
業
者
見
解
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
↓
 

『
対

象
事
業

実
施

区
域

の
周
辺
に
お
い
て
は
、
景
観
法
に
基
づ
く
「
長
野
県
景
観
計
画
」
（
平

成
18

年
４

月
１

日
発

効
、
長
野
県
）
で
茅
野
市
に
隣
接
す
る
原
村
及
び
富
士
見
町
の
全
域
が
同

計
画

の
区
域

に
、

そ
の

一
部
が
「
八
ヶ
岳
山
麓
景
観
育
成
重
点
地
域
」
に
・
・
・
』
 

法
に
基
づ
く
「
長
野
県
景
観
計
画
」
（
平
成

17
年

1
2
月

22
日
、

長
野

県
）
で
茅
野

市
に

隣
接

す
る

原
村

及
び

富
士

見
町

が
「
八
ヶ

岳

山
麓

景
観
育

成
重

点
地

域
」

に
・

・
・
 

→
修

正
後

）
対
象

事
業

実
施

区
域

の
周

辺
に

お
い

て
は

、
景
観
法

に

基
づ
く
「
長
野
県
景
観
計
画
」
（
平
成

1
8
年
４
月
１
日
発
効
、
長

野
県
）
で

茅
野
市

に
隣

接
す

る
原

村
及

び
富

士
見

町
の

全
域

が
同

計

画
の

区
域
に

、
そ

の
一

部
が

「
八

ヶ
岳

山
麓

景
観

育
成

重
点

地
域

」

に
・

・
・
 

4
9 

2
.2
.
8.
2 

開
発

動
向
 

①
国

土
利
用

計
画

（
第

二
次
諏
訪
市
計
画
）
 

対
象

事
業
実

施
区

域
が

利
用
区
分
及
び
地
域
区
分
の
ど
こ
に
該
当
す
る
の
か
分
か
る
よ
う
記
載

す
る

こ
と
。
 

P
7
4
「
2
.
開
発
動
向
①
国
土
利
用
計
画
（
第
二
次
諏
訪
市
計
画
）
」

の
本

文
に
、
対
象

事
業

実
施

区
域

の
利

用
区

分
及

び
地

域
区

分
を

記

載
い

た
し
ま

し
た

。
 

5
0 

2
.3
.
2.
1 

水
象

の
状
況
 

表
2-
3
-2
 

以
下

の
点
を

修
正

す
る

こ
と
。
 

上
川
 

 
上

流
端
 

 
(誤

)
茅
野
市
北
山
→
（
正
）
茅
野
市
大
字
冷
山

5
5
2
0
番
地
先
 

 
延

長
 

 
(誤

)
3
1
,
0
0
0
→
（
正
）
4
0
,
9
8
4
 

茅
野

横
河
川
 

 
延

長
 

 
 

(誤
)
5
,
5
0
0
→
（
正
）
2
,
7
0
0
 

ご
指
摘
の
通
り
、
表

2
-
3
-
2
を
以
下
の
通
り
修
正
し
ま
し
た
。
 

上
川
 

上
流

端
 

修
正
前
）
茅
野
市
北
山
→
修
正
後
）
茅
野
市
大
字
冷
山

5
5
2
0
番
地

先
 

延
長
 

修
正
前
）
3
1
,
0
0
0
→
修
正
後
）
4
0
,
9
8
4
 

 茅
野

横
河
川
 

 
延

長
 

 
 

修
正
前
）
5
,5
0
0→

修
正
後
）
2,
7
00
 

5
1 

2
.3
.
4 

動
植

物
の
生

息
又

は
生
育

、

植
生

及
び
生

態
系

の
状
況
 

本
文

に
お
い

て
、

予
備

調
査
は
哺
乳
類
に
つ
い
て
も
実
施
し
て
い
る
の
で
、
追
記
す
る
こ
と
。
 

ご
指

摘
の
通

り
追

記
し

ま
し

た
。

 

5
2 

2
.3
.
4 

動
植

物
の
生

息
又

は
生
育

、

植
生

及
び
生

態
系

の
状
況
 

表
2-
3
-4
 

文
献

1
3
の
著
者
は
阿
部
永
、
雑
誌
は
哺
乳
類
科
学
。
 

文
献

の
追
加
 

 
竹
松
俊
幸
（
1
9
8
4
）
霧
ヶ
峰
周
辺
河
川
の
魚
類
分
布
に
つ
い
て
－
 

 
 

桧
沢
川

調
査
中
間
報
告
,
 
諏
訪
教
育
会
自
然
研
究
紀
要
,
 
 

 
 
20
:
 7
7
-7
9
. 

 
下
山
良
平
（
1
9
8
3
）
霧
ヶ
峰
周
辺
の
両
生
類
相
（
第
一
報
）
、
 

 
 

諏
訪
教
育
会
自
然
研
究
紀
要
,
 
1
9
:
 
6
7
-
6
9
.
 

ご
指

摘
の
著

者
名

及
び

雑
誌

名
を

修
正

し
、
文
献

を
追

加
い

た
し

ま

し
た

。
 



 

2-
12

-
 

2-4-10 

N
o
.
 

項
 
目
 

意
 
見
 

事
業
者
見
解
 

 
下
山
良
平
（
1
9
8
4
）
諏
訪
地
方
の
両
生
類
・
爬
虫
類
（
１
）
 

 
 

諏
訪
教
育
会
自
然
研
究
紀
要
,
 
2
0
:
 
8
0
-
8
3
.
 

 
下
山
良
平
（
1
9
8
5
）
諏
訪
地
方
の
両
生
類
・
爬
虫
類
（
I
I
）
 

 
 

諏
訪
教
育
会
自
然
研
究
紀
要
, 
2
1
:
 
1
0
2
-
1
0
3
.
 

5
3 

2
.3
.
4 

動
植

物
の
生

息
又

は
生
育

、

植
生

及
び
生

態
系

の
状
況
 

表
2-
3
-5
 

P
5
表

1-
6
-
1
 
で
は
、
環
境
保
全
調
査
が
平
成

2
5
年
度
か
ら

27
年
度
に
か
け
て
実
施
す
る
よ
う

に
表

示
さ
れ

て
い

る
が

、
主
に
植
物
と
鳥
類
に
つ
い
て
実
施
し
た
と
い
う
こ
と
か
。
昆
虫
等
希

少
な

動
物
等

の
生

息
の

可
能
性
も
あ
り
、
他
の
分
類
群
に
つ
い
て
も
調
査
が
必
要
と
考
え
る
。

希
少

種
を
含

む
生

物
多

様
性
の
保
存
に
配
慮
し
、
環
境
保
全
措
置
と
し
て
は
可
能
な
限
り
回
避

に
よ

る
計
画

を
作

成
す

る
こ
と
。
 

表
1
-
6
-
1
の
環
境
保
全
調
査
は
、
予
備
調
査
で
あ
り
、
環
影
響
評
価

に
係

る
調
査

は
、
環

境
影

響
評
価

手
続

き
の

期
間
（

一
部

予
備
調

査

を
利

用
）
で

実
施

し
て

い
き

ま
す

。
 

な
お
、
以
下
の
通
り
、
表

1-
6-
1
を
修
正
い
た
し
ま
し
た
。
 

修
正

前
）
環

境
保

全
調

査
→

修
正

後
）

予
備

調
査

 

5
4 

2
.3
.
4.
1 

動
物
 

①
 

予
備

調
査
は

哺
乳

類
に

つ
い
て
も
実
施
し
て
い
る
の
で
、
追
記
す
る
こ
と
。
 

ご
指

摘
の
通

り
追

記
し

ま
し

た
。

 

5
5 

2
.3
.
6.
1 

景
観
 

②
 

５
地

点
→
６

地
点

 
ご

指
摘

の
通

り
修

正
し

ま
し

た
。

 

5
6 

2
.3
.
6.
1 

景
観
 

②
表

2-
3-

24
 

主
要

な
眺
望

地
点

に
ホ

テ
ル
諏
訪
湖
の
森
付
近
（
有
賀
峠
）
も
入
れ
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な

い
か

。
 

主
要
な
眺
望
地
点
に
つ
い
て
は
、
P
1
2
2（

修
正
版

P
1
2
3
）
「
②
主
要

な
眺

望
景
観

」
に

記
載

し
た

と
お

り
、
対

象
事
業

区
域

の
広

さ
を

考

慮
し
、
方

法
書
の

段
階

で
は

通
常

の
景

観
の

調
査

対
象

の
目

安
で

あ

る
約

3
k
m
（
技
術
マ
ニ
ュ
ア
ル
）
以
内
（
霧
ヶ
峰
牧
場
）
と
、
よ
り

広
い

範
囲
か

ら
特

に
不

特
定

か
つ

多
数

の
人

が
利

用
し

て
い

る
主

要
な

眺
望
点

と
し

て
、
サ

ー
ビ
ス

エ
リ

ア
等

を
予

備
調

査
に

お
い

て

抽
出

し
て
お

り
ま

す
。
 

5
7 

2
.3
.
6.
1 

景
観
 

図
2-
3
-1
0
等
 

国
道
網
が
現
状
と
異
な
る
部
分
が
あ
る
た
め
、
修
正
さ
れ
た
い
。
※
国
道

2
0
号
、
1
4
2
号
、
15
2

号
、
2
9
9
号
 

新
の

国
土

地
理

院
発

行
の

5
万

分
の

1
地

形
図

を
使

用
し

ま
し

た
。
 

5
8 

2
.3
.
6.
1 

文
化

財
 

③
文

化
財
 

「
埋
蔵
文
化
財
は
の
」
→
「
文
化
財
の
」
ま
た
、
半
径
１
k
m
の
「
半
径
」
と
い
う
言
葉
は
適
切

か
。
 

以
下

の
通
り

修
正

し
ま

し
た

。
 

修
正

前
）
埋

蔵
文

化
財

は
の

→
修

正
後

）
文

化
財

の
 

修
正
前
）
概
ね
半
径
１
k
m
→
修
正
後
）
対
象
事
業
実
施
区
域
及
び
そ

の
周
囲

1
k
m
程
度
 

5
9 

2
.3
.
8.
1 

大
気

質
 

表
2-
3
-3
9 

日
平
均
値
の
年
間

9
8
％
値
「
0.
02
5％

」
の
「
％
」
は
不
要
。
 

ご
指

摘
の
通

り
修

正
し

ま
し

た
。

 

6
0 

2
.3
.
8.
1 

大
気

質
 

⑤
 

有
害

大
気
汚

染
物

質
に

つ
い
て
諏
訪
局
に
お
い
て
測
定
し
て
い
る
。
 

ご
指
摘
の
通
り
、
P
1
3
3（

修
正
版

P
1
3
4
）
「

⑤
有

害
大

気
汚

染
物

質
」

の
文

章
を
以

下
の

通
り

修
正

し
、
諏

訪
局

の
測
定

結
果

を
表

2-
3
-
3
2

と
し

て
追
加

し
ま

し
ま

し
た

。
 

 修
正

前
）
諏
訪
局

で
は

有
害

大
気

汚
染

物
質

の
測

定
は

実
施

し
て

い



 

2-
12

-
 

2-4-11 

N
o
.
 

項
 
目
 

意
 
見
 

事
業
者
見
解
 

な
い

。
 

→
修
正
後
）
諏
訪
局
に
お
け
る
平
成

2
5
年
度
の
有
害
大
気
汚
染
物

質
の
測
定
結
果
（
年
平
均
値
）
を
表

2
-
3
-
3
3
に
示
す
。
 

諏
訪

局
で
は

、
大

気
環

境
基

準
が

設
定

さ
れ

て
い

る
項

目
で

は
、
ベ

ン
ゼ

ン
、
ト
リ
ク

ロ
ロ

エ
チ

レ
ン

、
テ

ト
ラ
ク
ロ

ロ
エ

チ
レ

ン
及

び

ジ
ク

ロ
ロ
メ

タ
ン

に
つ

い
て

測
定

さ
れ

て
い

る
が

、
全

て
の
項
目

に

つ
い

て
、
環

境
基

準
を

達
成

し
て

い
る

。
 

ま
た

、
指

針
値
が

設
定

さ
れ

て
い

る
項

目
で

は
、
ア

ク
リ

ロ
ニ
ト

リ

ル
、
塩
化
ビ
ニ
ル
モ
ニ
マ
ー
、
ク
ロ
ロ
ホ
ル
ム
、
1,
2-
ジ
ク
ロ
ロ

エ

タ
ン
、
水

銀
及
び

化
合

物
、
ヒ
素

及
び

そ
の

化
合

物
、
ニ

ッ
ケ
ル

化

合
物
、
1
,
3
ブ
タ
ジ
エ
ン
、
マ
ン
ガ
ン
及
び
そ
の
化
合
物
に
つ
い
て

測
定

さ
れ
て

い
る

が
、
全

て
の
項

目
に

つ
い

て
、
指

針
値

を
下
回

っ

て
い

る
。
 

そ
の

他
の
、
諏
訪

局
で

は
、
塩
化

メ
チ

ル
、
ク
ロ

ム
及

び
そ

化
合

物
、

ト
ル

エ
ン
、
ベ
リ

リ
ウ

ム
及

び
そ

の
化

合
物

に
つ

い
て

測
定

さ
れ

て

い
る
 

 （
表
追
加
）
表

2
-
3
-
3
3
(
1
)
～
(
3
)
 

平
成

2
5
年
度
有
害
大
気
汚
染

物
質

の
測
定

結
果

（
年

平
均

値
）

 

6
1 

2
.3
.
8.
1 

大
気

質
 

⑥
 

ダ
イ

オ
キ
シ

ン
類

に
つ

い
て
諏
訪
局
に
お
い
て
測
定
し
て
い
る
。
 

ご
指
摘
の
通
り
、
P
1
3
3（

修
正
版

P
1
3
4
）
「

⑤
有

害
大

気
汚

染
物

質
」

の
文

章
を
以

下
の

通
り

修
正

し
、
諏

訪
局

の
測
定

結
果

を
表

2-
3
-
3
2

と
し

て
追
加

し
ま

し
た

。
 

 修
正

前
）
諏
訪
局

で
は

有
害

大
気

汚
染

物
質

の
測

定
は

実
施

し
て

い

な
い

。
 

→
修
正
後
）
諏
訪
局
に
お
け
る
平
成

2
5
年
度
の
有
害
大
気
汚
染
物

質
の
測
定
結
果
（
年
平
均
値
）
を
表

2
-
3
-
3
3
に
示
す
。
 

諏
訪

局
で
は

、
大

気
環

境
基

準
が

設
定

さ
れ

て
い

る
項

目
で

は
、
ベ

ン
ゼ

ン
、
ト
リ
ク

ロ
ロ

エ
チ

レ
ン

、
テ

ト
ラ
ク
ロ

ロ
エ

チ
レ

ン
及

び

ジ
ク

ロ
ロ
メ

タ
ン

に
つ

い
て

測
定

さ
れ

て
い

る
が

、
全

て
の
項
目

に

つ
い

て
、
環

境
基

準
を

達
成

し
て

い
る

。
 

ま
た

、
指

針
値
が

設
定

さ
れ

て
い

る
項

目
で

は
、
ア

ク
リ

ロ
ニ
ト

リ

ル
、
塩
化
ビ
ニ
ル
モ
ニ
マ
ー
、
ク
ロ
ロ
ホ
ル
ム
、
1,
2-
ジ
ク
ロ
ロ

エ

タ
ン
、
水

銀
及
び

化
合

物
、
ヒ
素

及
び

そ
の

化
合

物
、
ニ

ッ
ケ
ル

化

合
物
、
1
,
3
ブ
タ
ジ
エ
ン
、
マ
ン
ガ
ン
及
び
そ
の
化
合
物
に
つ
い
て



 

2-
12

-
 

2-4-12 

N
o
.
 

項
 
目
 

意
 
見
 

事
業
者
見
解
 

測
定

さ
れ
て

い
る

が
、
全

て
の
項

目
に

つ
い

て
、
指

針
値

を
下
回

っ

て
い

る
。
 

そ
の

他
の
、
諏
訪

局
で

は
、
塩
化

メ
チ

ル
、
ク
ロ

ム
及

び
そ

化
合

物
、

ト
ル

エ
ン
、
ベ
リ

リ
ウ

ム
及

び
そ

の
化

合
物

に
つ

い
て

測
定

さ
れ

て

い
る
 

 （
表
追
加
）
表

2
-
3
-
3
3
(
1
)
～
(
3
)
 

平
成

2
5
年
度
有
害
大
気
汚
染

物
質

の
測
定

結
果

（
年

平
均

値
）

 

6
2 

2
.3
.
8.
1 

大
気

質
 

表
2-
3
-3
2 

二
酸
化
硫
黄
（
表

2
-
3
-
2
8
）
等
の
よ
う
に
記
載
し
て
は
ど
う
か
。
 

意
見

番
号

61
で

対
応
 

6
3 

2
.3
.
8.
2 

騒
音
 

表
2-
2
-2
3 

①
文

中
「
長

野
県

が
実

施
し
た
」
→
「
諏
訪
市
又
は
茅
野
市
が
実
施
し
た
」
 

ご
指
摘
の
通
り
、
P
1
3
4（

修
正
版

P
1
3
6
）
「
2
.
騒
音
①
騒
音
の
状
況
」

1
行

目
の

文
章
を

以
下

の
通

り
修

正
し

ま
し

た
。

 

修
正

前
）
長
野
県

が
実

施
し

た
→

修
正

後
）
諏
訪

市
又

は
茅

野
市

が

実
施

し
た
 

6
4 

2
.3
.
8.
3 

水
質
 

表
2-
3
-3
4 

Ｄ
Ｏ

に
つ
い

て
、

環
境

基
準
超
過
を
示
す
下
線
位
置
が
誤
り
。
 

ご
指
摘
の
通
り

P
1
3
6
（
修
正
版

P
1
3
8
）
表

2
-
3
-
3
4
（
修
正
版
 
表

2
-
3
-
3
5
）
河
川
水
質
調
査
結
果
（
環
境
基
準
点
）
の

D
O
の

小
値

～
大

値
の

値
（

下
線

の
位

置
）

を
以

下
の

通
り

修
正

し
ま

し
た

。
 

修
正
前
）
7
.
2
～
1
4
→
修
正
後
）
7
.
2
～
1
4
 

6
5 

2
.3
.
8.
3 

水
質
 

表
2-
3
-3
4 

S
S
の
単
位
を
「
m
g
/
L
」
に
修
正
す
る
こ
と
。
 

大
腸
菌
群
数
に
つ
い
て
単
位
（
M
P
N
/
1
0
0
m
l
）
を
記
載
す
る
こ
と
。
ま
た
、
年
平
均
値
の

69
00

に
カ

ン
マ
を

追
加

し
、

途
中
で
改
行
さ
れ
な
い
よ
う
に
記
載
す
る
こ
と
。
 

ご
指

摘
の
通

り
修

正
い

た
し

ま
し

た
。
 

6
6 

3
.1
 

環
境

影
響
評

価
項

目
の
選

定
 

技
術

指
針
の

告
示

番
号

等
に
つ
い
て
、
以
下
の
と
お
り
修
正
す
る
こ
と
。
 

（
平
成

1
0
年

9
月

28
日

長
野
県
告
示
第

47
6
号
、

終
改
正
：
平
成

28
年

1
月

1
2
日
長
野

県
告

示
第

18
号

）
 

ご
指

摘
の
通

り
修

正
い

た
し

ま
し

た
。
 

6
7 

3
.1
 

環
境

影
響
評

価
項

目
の
選

定
 

表
3-
1
-1
 

終
的

な
改

正
後

の
様

式
（
別
添
の
と
お
り
）
を
使
用
し
、
そ
れ
に
合
わ
せ
て
第
２
節
、
第
３

節
に

つ
い
て

も
必

要
な

修
正
を
行
う
こ
と
。
 

改
正

後
の
様

式
を

参
考

に
、

項
目

の
検

討
を

行
い

ま
し

た
。
 

6
8 

3
.1
 

環
境

影
響
評

価
項

目
の
選

定
 

表
3-
1
-1
 

影
響

要
因
 
工
事

に
よ

る
影
響
 

土
地
造
成
（
切
土
・
盛
土
）
及
び
樹
木
の
伐
採
に
つ
い
て
、

環
境

要
因
 
水
象

 
河

川
及
び
湖
沼
に
つ
い
て
標
準
項
目
と
す
る
こ
と
を
検
討
願
う
。
 

ご
指

摘
の
通

り
修

正
い

た
し

ま
し

た
。
 



 

2-
12

-
 

2-4-13 

N
o
.
 

項
 
目
 

意
 
見
 

事
業
者
見
解
 

6
9 

3
.2
 

選
定

の
理
由
 

選
定

し
な
い

理
由

の
記

載
に
お
い
て
、
「
～
へ
の
影
響
は
な
い
」
「
～
へ
の
影
響
は
な
い
と
考

え
ら

れ
る
」

「
～

に
影

響
を
与
え
る
要
因
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
」
「
～
に
影
響
を
与
え
る
要

因
は

考
え
ら

れ
な

い
」

と
複
数
の
表
現
が
存
在
す
る
。
表
現
の
違
い
に
理
由
は
あ
る
の
か
。
理

由
が

な
い
の

な
ら

で
き

る
だ
け
表
現
を
統
一
す
る
こ
と
。
 

ご
指

摘
の
通

り
修

正
い

た
し

ま
し

た
。
 

7
0 

3
.2
.
2.
1 

大
気

質
 

表
3-
2
-1
 

「
残

上
等
」

→
「

残
土

等
」
 

ご
指
摘
の
通
り

P
1
3
9
（
修
正
版

P
1
4
1
）
表

3
-
2
-
1
の
「
影
響
要
因

の
区

分
」
の

5
行

目
を

修
正

し
ま

し
た

。
 

 
修

正
前
）

廃
材

・
残

上
等

の
発

生
・

処
理
 

→
修

正
後
）

廃
材

・
残

土
等

の
発

生
・

処
理
 

7
1 

3
.2
.
2.
7 

水
象
 

表
3-
2
-1
3 

以
下

の
と
お

り
項

目
の

追
加
を
検
討
願
い
た
い
。
 

 
影
響
要
因
の
区
分
 

環
境
要
素
の
区
分
 

選
定
項
目
の
分
類
・
根
拠
等
 

土
地
造
成
（
切
土
・

盛
土
）
 

水
質
（
河
川
及
び
湖
沼
） 

○
 

地
形
の
改
変
に
伴
い
表
流
水
の
挙
動

へ
の
影
響
が
考
え
ら
れ
る
 

樹
木
の
伐
採
 

水
質
（
河
川
及
び
湖
沼
） 

○
 

森
林
が
失
わ
れ
る
こ
と
に
伴
い
表
流

水
の
挙
動
へ
の
影
響
が
考
え
ら
れ
る
 

 

ご
指

摘
の
通

り
修

正
い

た
し

ま
し

た
。
 

7
2 

3
.2
.
2.
1
5 

触
れ

合
い
活

動
の

場
 

表
3-
2
-2
9 

運
搬

車
両
の

通
行

に
伴

う
触
れ
合
い
活
動
の
場
へ
の
影
響
を
選
定
す
る
必
要
は
な
い
か
。
 

予
備

調
査
に

お
い

て
は
、
調
査
範

囲
内

に
お

い
て

触
れ

合
い

活
動

の

場
へ

の
影
響

が
想

定
さ

れ
な

か
っ

た
た

め
、

選
定

し
て

い
ま

せ
ん

。
 

7
3 

3
.3
 

調
査

、
予

測
及

び
評

価
の
手

法
の

選
定
 

技
術

指
針
の

告
示

番
号

等
に
つ
い
て
、
以
下
の
と
お
り
修
正
す
る
こ
と
。
 

（
平
成

1
0
年

9
月

28
日

長
野
県
告
示
第

47
6
号
、

終
改
正
：
平
成

28
年

1
月

1
2
日
長
野

県
告

示
第

18
号

）
 

ご
指

摘
の
通

り
修

正
い

た
し

ま
し

た
。
 

7
4 

3
.3
.
3.
1 

大
気

質
 

表
3-
3
-2
 

調
査

項
目
「

降
下

ば
い

じ
ん
」
 

調
査
方
法
「
衛
生
試
験
法
・
注
釈
」
 
→
 
「
衛
生
試
験
法
・
注
解
」
 

ご
指

摘
の
通

り
修

正
い

た
し

ま
し

た
。
 

7
5 

3
.3
.
3.
1 

大
気

質
 

３
②

ア
環
境

に
対

す
る

影
響
緩
和
の
観
点
 

以
下

の
と
お

り
修

正
す

る
こ
と
。
（
以
下
、
全
て
の
環
境
要
素
で
同
じ
）
 

「
～

に
係
る

環
境

影
響

が
実
行
可
能
な
範
囲
で
で
き
る
限
り
回
避
又
は
低
減
さ
れ
、
環
境
保
全

へ
の

配
慮
が

適
正

に
な

さ
れ
て
い
る
か
評
価
す
る
。
」
 

ご
指

摘
の
通

り
修

正
い

た
し

ま
し

た
。
 

7
6
 

3
.
3
.
3
.
1
 

表
3
-
3
-
3
、
図

3
-
3
-
1
 

図
3
-
3
-
1
に
道
路
と
沿
道
集
落
等
の
位
置
関
係
を
明
示
い
た
し
ま
し



 

2-
12

-
 

2-4-14 

N
o
.
 

項
 
目
 

意
 
見
 

事
業
者
見
解
 

大
気

質
 

大
気

質
調
査

地
点

の
選

定
理
由
に
つ
い
て
、
道
路
と
沿
道
集
落
と
の
位
置
関
係
か
ら
明
ら
か
に

さ
れ

た
い
。
 

た
。
 

7
7 

3
.3
.
3.
1 

大
気

質
 

表
3-
3
-8
、
図

3
-3
-
2 

騒
音

・
振
動

調
査

地
点

の
選
定
理
由
に
つ
い
て
、
道
路
と
沿
道
集
落
と
の
位
置
関
係
か
ら
明
ら

か
に

さ
れ
た

い
。

 

図
3-
3
-
2
に
道
路
と
沿
道
集
落
等
の
位
置
関
係
を
明
示
い
た
し
ま
し

た
。
 

7
8 

3
.3
.
3.
4 

低
周

波
音
 

３
②

イ
環
境

保
全

の
た

め
の
目
標
等
と
の
整
合
の
観
点
 

「
低

周
波
音

問
題

対
応

の
手
引
き
書
」
の
参
照
値
は
環
境
保
全
目
標
と
す
る
の
は
適
切
で
な
い

た
め

、
以
下

を
参

考
に

評
価
を
行
う
こ
と
。
 

○
人

間
の
心

身
に

係
る

影
響
 

・
IS

O2
2
6:
2
00
3 

・
M
o
o
r
h
o
u
s
e（

英
国
環
境
・
食
糧
・
農
村
地
域
省
（
D
e
f
r
a
）
/
サ
ル
フ
ォ
ー
ド
大
学
）
の
評
価

曲
線
 

○
物

的
現
象

に
係

る
影

響
 

・
昭

和
52

年
度

低
周

波
空
気
振
動
等
実
態
調
査
（
低
周
波
空
気
振
動
の
家
屋
等
に
及
ぼ
す
影
響

の
研
究
）
報
告
書
（
環
境
庁
 
1
9
7
8
年
）
 

・
低

周
波
音

に
よ

る
建

具
の
が
た
つ
き
始
め
る
音
圧
レ
ベ
ル
に
つ
い
て
 
落
合
博
明
他
 
（
騒

音
制
御
：
V
o
l
.
2
6
、
N
o
.
2
（
2
0
0
2
）
P
.
P
1
2
0
-
1
2
8
）
 

ご
指
摘
の
意
見
を
参
考
に
、
準
備
書
段
階
に
お
い
て
、
M
o
o
r
h
o
u
s
e

の
評

価
曲
線

を
参

考
に
、
適
切
な

環
境

保
全

目
標

を
設

定
い

た
ま

し

た
。
 

7
9 

3
.3
.
3.
5 

水
質
 

表
3-
3
-2
1 

土
質

の
状
況

を
把

握
で

き
る
時
期
と
は
、
具
体
的
に
ど
の
時
期
を
想
定
し
て
い
る
の
か
。
 

土
質

の
状
況

を
把

握
で

き
る

時
期

は
、
調

査
（
粒

度
成

分
分

析
及

び

土
壌

沈
降
試

験
の

サ
ン

プ
ル

採
集

）
が

適
切

に
行

え
る

時
期

と
し

て
、

積
雪
期

以
外

の
時

期
を

想
定

と
し

ま
し

た
。

 

8
0 

3
.3
.
3.
5 

水
質
 

表
3-
3
-2
2 

地
点

４
と
５

の
合

流
点

で
異
常
が
認
め
ら
れ
た
場
合
、
そ
れ
ぞ
れ
の
河
川
の
寄
与
割
合
を
ど
の

よ
う

に
確
認

す
る

の
か

。
 

施
工

前
の
現

況
調

査
結

果
を
、
採

石
場

お
よ

び
諏

訪
湖

ゴ
ル

フ
場

の

寄
与

量
と
し

て
想

定
す

る
こ

と
と

し
て

い
ま

す
。

 

8
1 

3
.3
.
3.
5 

水
質
 

図
3-
3
-4
 

調
整

池
の
位

置
を

明
示

す
る
こ
と
。
な
お
、
河
川
の
合
流
の
状
況
等
が
分
か
る
よ
う
に
、
２
万

５
千

分
の
１

程
度

の
縮

尺
の
地
図
を
併
せ
て
つ
け
れ
ば
ど
う
か
。
 

図
3
-
3
-
4
に
調
整
池
の
概
ね
の
位
置
を
記
載
い
た
し
ま
し
た
。
 

8
2 

3
.3
.
3.
6 

水
象
 

1
 
調

査
の
手

法
 

土
地

造
成
（

切
土

・
盛

土
）
及
び
樹
木
の
伐
採
に
関
す
る
、
調
査
の
手
法
・
予
測
の
手
法
・
評

価
の

手
法
に

つ
い

て
追

加
し
て
ほ
し
い
。
 

ご
指

摘
の
通

り
追

加
し

ま
し

た
。

 

8
3 

3
.3
.
3.
6 

水
象
 

1
 
調

査
の
手

法
 

森
林

が
失
わ

れ
る

こ
と

に
伴
い
、
表
流
水
の
挙
動
へ
の
影
響
が
考
え
ら
れ
る
。
住
民
説
明
会
の

意
見

で
は
事

業
実

施
区

域
内
の
地
下
水
が
茅
野
市
大
清
水
水
源
と
し
て
利
用
さ
れ
て
お
り
、
水

量
の

低
下
を

心
配

す
る

声
が
あ
っ
た
が
、
水
象
調
査
地
域
以
外
で
の
地
下
水
位
の
ボ
ー
リ
ン
グ

調
査

を
検
討

す
る

必
要

が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
（
別
添
 

熊
井
教
授
資
料
参
照
）
 

本
事

業
に
よ

る
地

下
水

へ
の

影
響

と
し

て
は

、
主

に
樹

林
の

伐
採

、

及
び

パ
ネ
ル

の
設

置
に

伴
う

表
流

水
や

地
下

水
涵

養
の

変
化

に
よ

る
影

響
が
想

定
さ

れ
ま

す
。
そ
の

た
め

、
そ
の
影

響
が

適
切

に
把

握

で
き

る
地
点

と
し

て
、
対

象
事
業

実
施

区
域

内
の

湿
地

を
対

象
に

水

位
観

測
調
査

を
実

施
し
、
影
響
の

有
無

と
程

度
を

予
測

評
価

し
ま

し

た
。
ま

た
、
大
清

水
等

の
下

流
の

水
源

に
つ

い
て

も
、
水

質
分
析

調



 

2-
12

-
 

2-4-15 

N
o
.
 

項
 
目
 

意
 
見
 

事
業
者
見
解
 

査
等

を
実
施

し
、

影
響

の
有

無
と

程
度

を
予

測
評

価
し

ま
し

た
。

 

8
4 

3
.3
.
3.
6 

水
象
 

表
3-
3
-3
0 

既
存

井
戸
の

調
査

に
つ

い
て
は
、
概
ね
同
時
期
に
行
い
、
１
か
月
程
度
の
間
隔
と
な
る
よ
う
配

慮
い

た
だ
き

た
い

。
 

調
査

範
囲
内

の
既

存
井

戸
と

し
て

創
価

学
会

長
野

県
青

年
研

修
道

場
井

戸
に
す

い
て

、
連
続

水
位
観

測
調

査
を

実
施

し
ま

し
た

。
な

お
、

表
3
-
3
-
3
0
の
地
下
水
位
及
び
対
象
実
施
区
域
周
辺
の
既
存
井
戸
の

調
査

頻
度
・
時
期

等
を

現
地

の
状

況
を

勘
案

し
、
以

下
の

通
り
修

正

い
た

し
ま
し

た
。

 

（
地

下
水
位

 
調

査
頻

度
・

時
期

等
）
 

修
正
前
）
月

1
回
/
1
年
間
（
既
存
の
湿
原
内
水
位
変
動
調
査
結
果
も

活
用

）
 

修
正
後
）
月

1
回
/
1
年
間
（
積
雪
時
を
除
く
）
（
既
存
の
湿
原
内
水

位
変

動
調
査

結
果

も
活

用
）
 

（
対

象
事
業

実
施

区
域

周
辺

の
既

存
井

戸
 

調
査

頻
度

・
時

期
等

）
 

修
正
前
）
月

1
回
（
1
2
回
/
年
）
 

→
修
正
後
）
月

1
回
/
1
年
間
（
積
雪
時
を
除
く
）
（
現
地
の
状
況
に

応
じ

て
設
定

）
 

8
5 

3
.3
.
3.
6 

水
象
 

1
 
調

査
の
手

法
 

地
質

調
査
や

地
下

水
位

の
調
査
地
点
や
場
所
や
数
な
ど
、
現
時
点
で
記
載
で
き
る
内
容
を
追
記

す
る

こ
と
。
 

ま
た
、
図

3
-
3
-
5
に
つ
い
て
、
必
要
に
応
じ
て
縮
尺
を
変
更
の
上
、
調
査
地
点
の
記
載
を
検
討

す
る

こ
と
。
 

地
質

調
査
や

地
下

水
位

の
調

査
地

点
等

に
つ

い
て

は
、
対

象
事
業

実

施
区

域
内
の

湿
地

及
び

そ
の

周
辺

で
設

定
し

、
準

備
書

に
お

い
て

、

詳
細

な
調
査

地
の

記
載

を
い

た
し

ま
し

た
。
 

8
6 

3
.3
.
3.
6 

水
象
 

表
3-
3
-3
2 

予
測

対
象
時

期
の

「
影

響
が

大
と
な
る
時
期
」
と
は
、
具
体
的
に
い
つ
を
想
定
し
て
い
る
の

か
。
 

表
3
-
3
-
3
2
 
（
予
測
対
象
時
期
等
）
に
記
載
し
ま
し
た
と
お
り
、
影

響
が

大
と
な
る
時
期
と
し
て
、
1
.
地
形
改
変
後
（
地
形
改
変
量
が

大
と
な
る
時
期
、
2
､
樹
木
伐
採
後
（
樹
木
伐
採
面
積
が

大
と
な

る
時
期
）
を
想
定
し
た
工
事
中
、
ま
た
、
3
.
緑
化
工
の
施
工
後
、
4.

排
水

処
理
施

設
の

設
置

後
を

想
定

し
た

供
用

後
に

つ
い

て
も

予
測

及
び

評
価
対

象
と

し
ま

し
た

。
 

8
7 

3
.3
.
3.
7 

土
壌

汚
染
 

３
②

イ
環
境

保
全

の
た

め
の
目
標
等
と
の
整
合
の
観
点
 

ダ
イ

オ
キ
シ

ン
類

以
外

の
重
金
属
類
等
の
環
境
基
準
を
環
境
保
全
目
標
と
し
な
い
の
は
な
ぜ

か
。
 

ご
指

摘
の
通

り
、
ダ
イ

オ
キ
シ
ン

類
以

外
の

重
金

属
類

等
の

環
境

基

準
に

つ
い
て

も
環

境
保

全
目

標
と

し
て

設
定

す
る

む
ね
、
方
法
書

に

記
載

い
た
し

ま
し

た
。
 

8
8 

3
.3
.
3.
9 

植
物
 

当
該

地
域
お

よ
び

そ
の

周
辺
の
地
域
に
は
、
絶
滅
が
危
惧
さ
れ
る
植
物
や
長
野
県
希
少
野
生
動

植
物

保
護
条

例
で

指
定

さ
れ
た
植
物
が
多
く
存
在
す
る
こ
と
か
ら
、
植
物
相
や
植
生
の
調
査
に

あ
た

っ
て
は

、
見

落
と

し
が
な
い
よ
う
十
分
配
慮
し
て
行
う
こ
と
。
特
に
事
業
実
施
区
域
に
あ

る
湿

原
に
は

希
少

種
が

多
く
生
育
す
る
こ
と
か
ら
、
特
に
重
点
的
に
行
う
こ
と
。
ま
た
、
フ
サ

ヒ
ゲ
ル
リ
カ
ミ
キ
リ
の
食
草
で
あ
る
ユ
ウ
ス
ゲ
（
N
T
）
に
つ
い
て
も
特
に
留
意
す
る
こ
と
。
 

ご
指

摘
の
通

り
、

現
地

調
査

に
お

い
て

対
応

い
た

し
ま

し
た

。
 

8
9 

3
.3
.
3.
9 

表
3-
3
-4
5 

表
3
-
3
-
4
5
の
植
物
相
の
調
査
方
法
を
以
下
の
通
り
修
正
い
た
し
ま



 

2-
12

-
 

2-4-16 

N
o
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項
 
目
 

意
 
見
 

事
業
者
見
解
 

植
物
 

現
地

調
査
内

容
（

植
物

）
に
つ
い
て
、
植
物
相
の
調
査
方
法
を
「
任
意
観
察
」
と
し
て
い
る
が
、

具
体

的
な
調

査
方

法
を

記
述
す
る
こ
と
。
特
に
改
変
を
伴
う
箇
所
及
び
そ
の
影
響
が
及
ぶ
箇
所
、

ま
た

そ
の
周

辺
に

つ
い

て
は
詳
細
な
植
物
リ
ス
ト
を
作
成
さ
れ
た
い
。
 

し
た

。
 

 
修

正
前
）

任
意

観
察
 

→
修

正
後

）
調
査

範
囲

を
踏

査
し

、
目

視
に
よ
り

種
子

植
物

及
び

シ

ダ
植

物
を
基

本
と

し
た

出
現

種
（

帰
化

植
物

を
含

む
）

を
記

録
 

現
地

で
の
同

定
が

困
難

な
も

の
に

つ
い

て
は
、
影

響
に

配
慮

し
な

が

ら
標

本
を
採

取
し

同
定
 

9
0 

3
.3
.
3.
1
0 

動
物
 

当
該

地
域
お

よ
び

そ
の

周
辺
の
地
域
で
は
、
過
去
に
県
特
別
指
定
希
少
野
生
動
植
物
の
フ
サ
ヒ

ゲ
ル

リ
カ
ミ

キ
リ

等
の

注
目
す
べ
き
動
物
が
記
録
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
発
生
期
（
フ
サ
ヒ

ゲ
ル

リ
カ
ミ

キ
リ

の
場

合
は
初
夏
季
～
夏
季
）
を
中
心
に
特
に
注
意
深
く
調
査
・
予
測
・
評
価

を
行

う
こ
と

。
 

ご
指

摘
の
通

り
、

現
地

調
査

に
お

い
て

対
応

い
た

し
ま

し
た

。
 

9
1 

3
.3
.
3.
1
0 

動
物
 

表
3-
3
-4
9 

事
業
予
定
地
に
は
イ
ワ
ナ
(
ヤ
マ
ト
イ
ワ
ナ
)
が
生
息
し
て
い
る
可
能
性
が
示
さ
れ
て
い
る
こ
と

及
び

事
業
予

定
地

を
流

れ
る
河
川
は

上
流
部
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
イ
ワ
ナ
の
産
卵
が
行
わ
れ

て
い

る
可
能

性
が

あ
る

。
当
該
事
業
計
画
に
は
当
該
河
川
に
調
整
池
を
設
け
る
こ
と
が
盛
り
込

ま
れ

て
い
る

こ
と

か
ら

、
イ
ワ
ナ
産
卵
の
有
無
の
確
認
は
重
要
で
あ
る
。
場
合
に
よ
っ
て
は
事

業
計

画
の
変

更
も

検
討

す
る
必
要
と
な
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
の
で
、
イ
ワ
ナ
産
卵
期
に
お
け

る
綿

密
な
調

査
も

計
画

す
べ
き
と
考
え
る
。
 

・
魚

類
の

注
目
す

べ
き

種
と

し
て

、
イ
ワ

ナ
、
サ

ツ
キ

マ
ス

、
カ

ジ

カ
を

確
認
し

ま
し

た
。
こ

れ
ら
の

、
繁

殖
環
境
等

の
生

息
環

境
な

ど

を
詳

細
に
把

握
し

環
境

影
響

予
測

、
評

価
及
び
環

境
保

全
措

置
の

検

討
を

実
施
い

た
し

ま
し

た
。
ま
た

、
イ

ワ
ナ
等
、
漁
業

権
対
象
種

に

つ
き

ま
し
て

は
、
漁
業

協
同
組
合

等
へ

の
聞

き
取

り
等

を
実

施
し

ま

し
た
。
な

お
、
確

認
し

た
イ

ワ
ナ

は
、
体

側
斑
点

か
ら

系
統

不
明

の

放
流

種
苗

、
ま
た

は
、
ヤ

マ
ト
イ

ワ
ナ

と
の

交
雑

個
体

で
あ

る
可

能

性
が

考
え
ら

れ
る

た
め

、
亜

種
不

明
の

イ
ワ

ナ
と

し
ま

し
た

。
 

9
2 

3
.3
.
12
.
1 

景
観
 

表
3-
3
-5
7 

岡
谷
市
湖
畔
公
園
→
岡
谷
市
諏
訪
湖
畔
公
園
（
P
1
2
2
と
合
わ
せ
る
）
 

ご
指

摘
の
通

り
修

正
い

た
し

ま
し

た
。
 

9
3 

3
.3
.
3.
1
5 

そ
の

他
の
環

境
要

素
 

表
3-
3
-6
5 

調
査

時
期
に

つ
い

て
、

冬
至
及
び
夏
至
の
時
期
に
行
う
こ
と
を
明
示
す
べ
き
で
は
な
い
か
。
 

表
3
-
3
-
6
5
の
光
害
の
影
響
時
期
に
つ
い
て
は
、
現
地
の
状
況
及
び

事
業

計
画
を

考
慮

し
、
適

切
な
調

査
、
予

測
時
期

を
設

定
い

た
し

ま

す
。

な
お
、

記
載

を
以

下
の

通
り

修
正

い
た

し
ま

し
た

。
 

調
査

頻
度
・

時
期

等
 

 
修
正
前
）
4
季
/
年
（
各
季

1
日
）
 

→
修

正
後
）
光
害

に
係

る
現

状
が

適
切

に
把

握
で

き
る

時
期

に
実

施
 

9
4 

3
.3
.
3.
1
5 

そ
の

他
の
環

境
要

素
 

３
②

イ
環
境

保
全

の
た

め
の
目
標
等
と
の
整
合
の
観
点
 

記
載

不
要
な

の
で

削
除

す
る
こ
と
。
 

ご
指

摘
の
通

り
削

除
い

た
し

ま
し

た
。
 

9
5
 

そ
の

他
 

発
電

事
業
完

了
後

（
パ

ネ
ル
や
防
災
施
設
撤
去
後
の
跡
地
へ
の
影
響
等
）
に
つ
い
て
の
記
述
を

追
加

さ
れ
た

い
。

 

太
陽

光
発
電

事
業

は
、
永

続
的
に

実
施

す
る

予
定

で
す

が
、
事
業

が

継
続

で
き
な

く
な

っ
た

場
合

の
対

処
と

し
て
、
事

業
実

施
期

間
中

に

原
状

回
復
に

要
す

る
費

用
を

積
み

立
て

ま
す

。
 

原
状

復
帰
は
、
発

電
事

業
終

了
後

に
ソ

ー
ラ

ー
パ

ネ
ル

等
を

撤
去

し

た
後

、
地

域
性
樹

種
を

用
い

て
植

樹
し
、
山

林
機

能
の

回
復

を
図

り
、

こ
の

原
状
回

復
期

間
中

も
供

用
中

と
同

様
、
防
災

施
設

の
維

持
管

理



 

2-
12

-
 

2-4-17 

N
o
.
 

項
 
目
 

意
 
見
 

事
業
者
見
解
 

を
行

う
と
と

も
に

、
必

要
に
合
わ

せ
林

地
の

間
伐

、
下

刈
り
を
行

い

ま
す

。
 

管
理

を
実
施

す
る

期
間

お
よ

び
原

状
回

復
後

の
防

災
施

設
の

処
置

は
、
当

局
と
協
議

し
原

状
回

復
し

た
と

認
め

ら
れ

た
後

に
防

災
施

設

に
必

要
な
措

置
を

講
じ

ま
す

が
、
現
在

対
象
事
業

実
施

区
域

内
に

多

く
み

ら
れ
る

カ
ラ

マ
ツ

、
ア
カ
マ

ツ
の

成
長

速
度

を
参

考
と

し
、
植

樹
し

た
樹
木

が
雑

草
よ

り
も

高
く

生
育

す
る

と
考

え
ら

れ
る

期
間

を
管

理
の
必

要
期

間
と

想
定

い
た

し
ま

す
。
 

ま
た
、
事

業
者
の

破
産

手
続

き
開

始
、
再

生
手
続

き
開

始
、
更
生

手

続
き

開
始
ま

た
は

特
別

清
算

開
始

の
申

立
て

が
さ

れ
た

場
合
、
事

業

用
地

を
現
地

権
者

に
譲

渡
し

返
還

す
る

事
を

検
討

い
た

し
ま

す
。

 

  




